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第２３回供用適性評価規格委員会、 
第６回高度化検討分科会 合同会議 

議事録（案） 

１．日時： 令和３年11月15日（月） １０：００～１２：３０ 
 
２．場所： 現地開催（高圧ガス保安協会第1・2会議室）及びWEB開催の併用 
 
３．出席者（敬称略・順不同）： 

供用適性評価規格委員会委員：鴻巣（委員長）、小川（副委員長）、中曽根（副委員

長）、酒井、三浦（晃）、渡辺、鬼木、佐藤、木曽、弥富、島川、森村、松本、保

坂 
高度化検討委員会委員：高橋（副主査）、渡邉、小山、鵜澤、中川 
オブザーバ：小林（KHK参与）、三浦（安）（石連）、石崎（出光興産）、大谷

（ENEOS）、藤本（石化協）、岡山（出光興産）、佐野（サイサン） 
METI高圧ガス保安室：苗村審議官、佐藤保安室長、畑山専門職 
KHK：近藤会長、久本理事、鈴木理事、越野理事、小山田、名倉、磯村、宮下、大野、岸

川、矢吹、佐藤、長島、菊田 
 
４．配布資料：  

資料1 論点整理と取り纏めの方向性に関する事務局提案  

（p-M法からの説明資料）  

資料2-1 石連・石化の主張への反論  

資料2-2 ｐ－M法とAPI法の算定応力の検証  

資料2-3 ｐ－M法の基準案とデータ検証  

（基準改正案）  

資料3-1 0851本文新旧対照表（き裂）  

資料3-2 附属書11-2_き裂第２段階評価フロー図  

資料3-3 附属書11-2_き裂第２段階評価  

資料3-4 本文図2.5き裂フロー図改正案  

資料3-5 0851本文新旧対照表（減肉Ⅱ）  

資料3-5-1 単独欠陥  

資料3-5-2 複数欠陥(Overlap以外)  

資料3-5-3 複数欠陥(Overlap)  

資料3-5-4 曲げ管(面内曲げ）  

資料3-5-5 曲げ管(面外曲げ）  
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資料3-5-6 ノズル近傍  

資料3-6 新旧対照表(溶接補 
資料3-7 附属書案 ｢溶接補修後の耐圧試験の省略（規定）｣  

（APIからの説明資料）  

資料4 【本文】供用適性評価規格へのWES2820(API法)採用について  

資料4-1 API法に基づく減肉評価方法(WES2820)の提案  

資料4-2 附属書 5B 減肉の評価区分IIの供用適性評価;WES2820に基づく場合 (案).  

資料4-3 評価限界温度におけるFEM評価結果について 

 
５．参考資料：  

参考資料1-1 供用適性評価規格委員会、高度化検討分科会委員名簿  

参考資料1-2 参加者名簿  

参考資料1-3 第22回供用適性評価規格委員会_議事録  

参考資料1-4 第5回高度化検討分科会議事録  

参考資料2-1 経済産業省委託事業の成果概要について_H25.7.29  

参考資料2-2 第1回高度化検討分科会 資料2_高度化検討の方向性について（案）  

参考資料 2-3 分科会 資料 6-2_ 附属書５減肉Ⅱ_構成と根拠 

 
６．議事 
６．１ （１）開会 （２）資料確認 

 鈴木理事、石連 三浦様、石化協 藤本様から、委員会の冒頭に以下のとおり発言があった。そ

の後、事務局から資料確認があった。 
 
○おはようございます。冒頭ではありますけども、本日の会議に至るまでの経緯と、それから今

日合同会議とした理由について事務局からまず申し上げます。昨年の 8 月 28 日に第 22 回供用

適性供用適性評価規格委員会を開催いたしました。その後 9 月 29日に論文検討会。年が明けま

して本年の 7 月 7 日に第 5 回の高度化検討分科会開催をいたしました。この第 5回分科会の後、

経済産業省の佐藤室長立会いのもと、p-M 側、API側と論点の整理を行いました。その結果を踏

まえまして、去る 10 月 13 日に第 6 回分科会を開催する予定でしたけども、今後の進め方につ

きまして事務局内で調整がつきませんでしたため、前日にキャンセルをして延期することとい

たしました。分科会の委員はじめ関係者にこの場を借りてお詫びを申し上げます。その後、改め

て進め方を整理して今日の会議を迎えることになりました。また今回親委員会と分科会の合同

会議とした理由は主に二つございます。一つ目は経済産業省の審議会であります高圧ガス小委

員会が 10 月 25 日に開催されました。本件について年内に結論を得るという方向性が示された

ため、議論を加速する必要があるというのが一つ目。二つ目は先ほども申し上げましたけども 7

月以降 p-M 側と API 側で論点の整理をして参りましたけども、その結果といたしまして、これは
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また後ほど事務局から説明をいたしますけども、事務局としましては p-M、APIの両論併記が可

能ではないかというふうに考えるに至ったことであります。これは大きな方向性の問題という

ことになりますので、早期にこの規格委員会を交えて議論する必要がある。というのが理由の二

つ目であります。 

以上、今日の会議に至った経緯と合同会議とした理由をご説明させていただきました。本日は技

術的な論点について活発な議論をお願いしたいと思います。以上です。 

 

○オブザーバの石油連盟三浦でございます。ただいまの鈴木理事のご説明を受けて発言させて

いただきます。産業界といたしましては、石連は石化協さんとともに実用的な FFS規格の制定に

つきまして、長年、その検討に協力させていただいております。 

特に減肉に関する実用性の高い供用適性評価規格については、一刻も早い発行の実現が事業

者の悲願であります。これまでの本件に関わる関係者の皆様のご努力に大変感謝申し上げると

ともに、業界といたしましても、引き続き現実的な解決への取り組みに参画、尽力して参りたい

と思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○石油化学工業協会技術部の藤本でございます。ただいま石油連盟の三浦部長よりお話があっ

たとおり、石油化学工業協会としても全会員企業の総意といたしまして、ぜひ迅速な本規格の取

り進めをお願いしたいと思います。是非宜しくお願いいたします。 

 

６．２ 議題（３）について 
KHK越野理事より、資料1に基づいて説明があった。その後、高橋副主査よりコメントがあっ

た。 
 
○おはようございます。今日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。

また Web での参加もして頂きましてありがとうございます。METI や KHK 会長にも、安全を第一

に建設的な議論をと言って頂いておりますので、皆さんに活発な議論をよろしくお願いしたい

と思います。 

それでは配布されている議事に則って本日の会議を進めたいと思っております。会議を進め

る前に、開催案内メールまたは本日出席者の方へは事前に配布しております委員等倫理心得を

遵守いただくことになっておりますのでお願いします。委員倫理心得の方は良心に従って発言

していただきたいということです。議題の 3 から 5 まで説明していただいたうえで議論質疑を

行う形で進めさせて頂きます。それでは、議事次第にあるようにまず論点整理と取りまとめの方

向性に関する事務局提案について KHK 越野理事よりご説明をお願いします。ただ 20分というこ

とになっていますけれど、スケジュールがタイトなのでできるだけ短く、よろしくお願いいたし

ます。 
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○（資料 1 P1）高圧ガス保安協会の越野でございます。事務局から減肉評価の論点整理と取り

まとめの方向性に関する提案についてご説明致します。 

（P2）これまで p-M 法と API 法については多くの議論を重ねてまいりました。その中で主な論点

が 3 点ございます。ここに示しておりますように一点目は Ms の定義/参照応力の定義でありま

す。つまり溶接部（のちに減肉部と訂正。）にかかる応力をどのように評価するかという点であ

ります。2 点目は塑性崩壊条件の定義、つまりどのような応力状態になった場合を限界とするか

というところであります。3点目は許容基準の考え方。先ほどの限界の参照応力に対して、許容

基準をどのように設定し安全裕度を確保するか。この 3 点でございます。 

（P3）まず参照応力について、参照応力は健全部の応力を補正して欠陥部、減肉部にかかる応力

を評価するものであります。これは両法とも同じであります。その中で p-M法は右上の図にあり

ます降伏点までの弾性域の弾性解析をもとに減肉部にかかる応力を算定する方法であります。

それに対しまして API 法は、この降伏点を越えて塑性域を含めての弾塑性解析をもとに溶接部

（のちに減肉部と訂正。）の近傍にある健全部の補強効果も考慮に入れて減肉部の応力を評価す

る方法でございます。この点で両者が少し違ってございます。 

（P4）続きまして二点目、塑性崩壊条件について比較してみます。ここでは内面に減肉を有する

内圧容器の変形について示しています。この図の縦軸が内圧、横軸がひずみ、変形量であります。

下の方から内圧を徐々に上げていきますと、まず減肉部の内面のところから降伏して、減肉部全

断面において降伏する。これが②の状態でございます。その②の状態を p-M法では塑性崩壊、限

界であると考えてございます。さらに内圧を上げていきますと、③のところで減肉部の近傍の健

全部も降伏し、さらに④のところで健全部、全断面において降伏し、さらには⑤のところで減肉

部が破壊を開始する塑性崩壊に至る流動応力に達する。この時点を API法では限界、塑性崩壊と

考えてございます。このような違いがございます。 

（P5）改めて両法を比較してみます。参照応力と申しますのは健全部に作用する応力σmに係数

を乗じて減肉部の応力を評価する方法であります。左の p-M 法では Ms、ここでは詳細は MsChell

でございますが、板材から円筒の式へ変換するための補正係数である Msを乗じてさらに断面積

減少による増分、1/（1-α）、これも乗じて参照応力を出すというのが p-M法であります。それ

に対して API 法の Ms は MsKiefnerと呼ばれております。欠陥のある容器の限界圧力と健全な容器

の限界圧力の比、つまり流動応力の比を示すものであります。従いまして、断面積の影響も考慮

されており、この MsKiefnerを乗じることによって欠陥部の参照応力を出す。このように両者の Ms

は補正係数でありますが、その算出方法が違っております。 

（P6）繰り返しになりますが、塑性崩壊条件であります。p-M法の方は、参照応力は先ほどの②

の位置であった、減肉部が全断面において降伏するような状態を限界と考えてございます。右側

の API 法は、減肉部がその周辺の健全部の補強効果を受けることも考慮して、減肉部が全断面降

伏する状態、つまり流動応力になる状態を限界と考えています。それぞれについて、p-M法では

参照応力を減肉部が全面降伏するデータと合うことを検証しています。API 法におきましても、

参照応力が破裂試験データと合うことを検証してございます。このように両者ともに参照応力
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の算定結果を検証してございます。 

（P7）3 つ目の論点でございます、許容基準の考え方。一般的に設計上の許容応力は、特定則等々

では引張強さの 1/4、降伏点の 1/1.5を用いることになってございます。つまり引張強さについ

ては安全裕度 4 倍、降伏点につきましては安全裕度 1.5倍をとっています。一方、API法、これ

は維持基準でございますので、先ほどの設計上の許容応力に対して 1.1 倍を確保するというこ

とを規定してございます。つまり API 法につきましては、引張強さは 3.6倍、降伏点については

1.35 倍の安全裕度を持っていることになります。それに対して p-M 法は、引張強さの規定がな

く、降伏点については必ず降伏点の 1.5 倍を確保するという規定になってございます。従いまし

て、右に示しておりますように、一例として API法の許容応力は、常温からある温度までは引張

強さについて 3.6 倍の安全裕度を持たせるということで p-M 法に比較して許容応力が低く保守

側の評価となります。さらに温度が上がってくると逆に、金属材料は温度が上がってくると降伏

点が低下してくるので、ある温度以上になると降伏点に対して 1.5 倍の安全裕度を持たせてい

る p-M 法の方が、許容応力値が低くなってまいりまして、保守的な評価結果になるという、関係

がございます。 

（P8）繰り返しになりますが、まとめますと、p-M 法は限界の参照応力に対して降伏強さで 1.5

倍の安全裕度を持たせております。API法におきましては、限界の参照応力に対しまして引張強

さで 3.6 倍、降伏点で 1.35 倍、これだけの安全裕度を持たせてございます。 

（P9）事務局からご提案をまとめさせていただきます。減肉評価における p-M 法と API法を比較

すると大きく 3 つの論点がございます。1 点目は Ms および参照応力の定義、つまり減肉部にか

かる応力をどのように算定するかであります。2点目は塑性崩壊条件の定義、つまりどのような

応力状態を限界とみなすかであります。3 点目はその限界の参照応力に対してどのように許容基

準を設定して安全裕度を持たせるかという、この 3 点であります。この 3点の論点につきまして

は両法ともに手法並びに考え方は異なりますが、それぞれ参照応力、許容応力に対して FEM解析

や破裂試験で検証が行われております。さらにそれぞれの考え方で安全裕度も確保されており

ますので、両論併記が可能ではないかと考えております。なお、いずれの評価法を適用するかに

ついては、3 つの論点を含めた評価方法の違いを十分に理解した上で、対象設備の使用条件と対

象部位の減肉状態を十分に把握できている事業者が判断して選択すべきだと考えております。

本日はこれから以上 3 つの論点を中心に事務局からの両論併記の提案についてご議論いただき

たくお願いいたします。 

 
○予定が変えられず申し訳ありません。このような状況において事務局が今説明した案は非常

に現実的ではないかと思っている。個人的には一点だけ、最後のスライドに書かれていた、事業

者の責任においてというのが非常に必要であると思っています。これさえあれば今の案が現実

的だと思っています。これからの議論に参加できなくて非常に申し訳ないのですけれども、いろ

いろな意見が出てくると思うのですが、その意見というのは安全性を考えたうえで心配される

点かと思うのですが、ぜひ事業者が規格を使用するときに安全を確保するための参考として付
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け加える、情報提供するような形で規格を作れれば、現実的な形で落ち着くのではないか。やは

り補修ができるようになるということが非常に産業界においては重要だというのは認識してお

りますので、ぜひうまく収まってくれればと思っています。以上です。 

 
６．３ （４）p-M 法からの説明 

KHK小山田から、資料2-1～2-3に基づいて説明があった。 
 
○それではスケジュールに従い、p-M 法側からの説明について KHK の小山田様から 20 分以内で

ご説明をお願いします。 

 

○（資料 2-2 P1）小山田でございます。今画面の方を資料 2-2に切り替えさせていただきまし

た。まず、資料で、p-M 法について 3 つございますけれども、資料の 2-1は鴻巣委員長からの石

連石化の主張への反論という資料ですが、こちらは後ほどの質疑で用いられるものでございま

すので説明は割愛させていただきます。私の方からは資料 2-2 を p-M 法を主張する側からとい

うことでご説明させていただきます。また併せて資料 2-3の基準改正案につきましては、事務局

としての私の方から最後に簡単にご説明させていただきたいと思います。まず資料 2-2、p-M法

と API 法による評価の相違とデータ検証ということでございます。 

（P2）こちらの資料の概要でございますが、p-M 法と API 法と 2つ減肉の評価方法があるわけで

ございますが、この評価結果が同じ減肉を対象としても大きく異なるということでございます。

この p-M 法と API 法のそれぞれの評価結果自体を比較しても何がどうなのかということになり

ますので、実験、FEM 解析で減肉にどれぐらいの力が働いているかというデータがございますの

で、それと p-M法、API 法の評価結果がどのようになっているかという比較を行ったということ

でございます。3 点目でございますけれども、結論になりますが API法について減肉部位に発生

する応力が実際の発生応力、これが FEM や実験等で確認された応力ということになりますが、そ

れよりも小さく評価されるということ、特に円筒容器の内径が大きくなるとそのことが顕著に

なるということが確認できたということでございます。 

（P3）検証事例 3 つご用意いたしました。まず事例①ということで、7 月 7日開催の第 5回高度

化検討分科会の資料 1-2のスライド 28 の内容ですが、内半径が 234.5mm、直径がだいたい 50cm

弱のものということでございます。ここに欠陥長さが 30mm というケースでスライド 28 では検

証されておりましたが、さらに 300mm のケースも FEM解析を実施しまして、それとの比較を行っ

ております。事例②というのは、少々古い資料になりますが、下名が書いた IJPVP2011論文の中

で実験と FEM 解析の結果がございますので、それとの比較でございます。右端にありますが、内

半径が 7 ㎝程度ということで、直径が 15 ㎝強の比較的細い配管ということになります。事例③

は古い話で恐縮ですが、平成 20年に開催されました第 7 回本委員会の資料 51というところで、

p-M 法はないですけれども、API法と FEM の解析結果を比較したものがございまして、半径がだ

いたい 1m、直径が 2m ぐらいの内径のものということで、事例①に比べますと大きな径になると
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いうことでございます。まず事例①から説明させていただきます。 

(P5)資料 1-2 スライド 28 ということで、左の方に図が出ていますが、この図は縦軸が参照応力、

周方向応力でございますけれども、こちらの方を示しておりまして、横軸は円筒の内半径、右に

行けば行くほど大きな半径になるというものでございます。赤い実線が API 法の参照応力にな

るわけでございますけれども、今ご覧いただくと赤い実線で径が大きくなるとだんだん小さく

なりまして、欠陥から離れた部位の健全部の膜応力に一致してしまうという結果になるという

ことを指摘している資料でございます。その中で直径が 50cm程度の赤い矢印が右に伸びている

ところの部分でございますが、この API 法、WES 法で許容応力、要は許容される欠陥として、径

がだいたい 50cm 弱のところで出てくるわけですけれども、そこの部分について FEMで検証した

というのが事例①-1。事例①-2 は、軸方向の欠陥長さがだいたい 3cm 程度の小さい欠陥で検討

しているわけですが、それを 10 倍の 30cm 程度に伸ばしたものでも検証してみたということで

ございます。 

（P6）事例①-1、P5 で言っていた API 法が合格するところでの FEM の検証結果がこの上の表で

ございます。p-M 法、API 法と FEM 解析ということで、FEM 解析で実施したところ、160N/mm2程度

の応力ということでございます。API法では許容応力でございまして、合格しているということ

になりますけれども 111.1 N/mm2ということである。FEM解析が正だとしますと、それよりは小

さい応力として算定しているという結果でございます。p-M 法の方はどうかと言いますと 181.6 

N/mm2ということになりましてまして、FEM 解析よりも高めの数字、安全サイドの数字が出ている

ということでございます。黄色く塗ってございますけれども、API 法は減肉部の応力を FEM解析

の結果より低く算定していると。これについてはこの規格ユーザーが過小評価、誤認をしないよ

うにする必要があるのではないかということを書かせていただいております。 

（P7）その FEM解析を実際に行ってみたところでございますが、ここでは 350℃の結果のみを示

しております。 

（P8）このスライドが 2.55MPa、これが p-M 法で許容される圧力というところになりますが、ご

覧いただいたように、減肉部も弾性域にとどまっているということで、p-M法での許容限界に合

っているということであります。 

（P9）API 法の方は、4.15MPa で許容限界ということになり、若干高い圧力の結果ということに

なりますけれども、解析の昇圧の速度上、ぴったりにはならなかったということで、少し高いと

ころで示させて頂いておりますけれども、この結果からこの黄色い部分が大体 165 N/mm2程度の

応力というところで、先ほどあった API 法で算定した 111.1 N/mm2よりはかなり高い応力が出て

しまっていることが分かるということでございます。 

（P10）その応力分布を示したものがこのスライドでございます。160 N/mm2というのはどこかと

いうことでございますけれども、断面に沿って右斜めに赤い矢印が入っていましてその斜めの

応力分布が右の各断面の応力分布というところの赤いラインになりまして、内面側が一番左で、

欠陥の底部、つまり表面に向かってその断面の応力を採ったところ、だいたい全て 160 N/mm2以

上となりましたので 160 N/mm2と書いてございます。その他の断面がどうなっているかというと、
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減肉の中央部が一番内側の青い上向きの矢印になりますが、だいたい一番内側で 140 N/mm2ちょ

っとくらいから 120 N/mm2程度に下がってさらに 160 N/mm2程度に上がる。紫の真ん中ぐらい、

1/4 モデルでございますので 1/4程度のところになるということですが、そちらの方は 120 N/mm2

からだんだん上がってきて 160 N/mm2ぐらいになるということで、160 N/mm2というのはこのコー

ナー部の一番応力が高いところを示しておりますが、その他の部分も含めても 111 N/mm2という

数値はちょっと小さいのではないかということが確認できたということでございます。 

（P11）この応力分布を、今度はその軸方向にどうなっているかというのを確認したものでござ

います。そこの黒い丸は減肉の底部の中央部ですね、この内面側を軸方向に取ったものと、先ほ

どの一番応力が高い、断面に渡って 160 N/mm2と出たところが赤い点線のところの部分の軸方向

の応力分布ということで、これをとりますと右のグラフのようになりまして、これは半楕円の減

肉となるので、だんだんその応力は当然緩和されるというところで、一番薄いところで、先ほど

の 160 N/mm2出ていたところですと 160 N/mm2からは若干上に上がって下がっていくというよう

な感じでございます。減肉の中央部のところですと 140 N/mm2ちょっとのところからだんだん下

がって膜応力に漸近していくというところでございます。下のところで減肉範囲と書いてござ

いますけれども、減肉範囲ぐらいでだいたい応力が下がっていくことが確認できていると。その

下の Willoughby の範囲というのが、p-M 法で用いている欠陥部の等価と見る範囲でございます

けれども、これがこの緑の矢印のところでだいたい収まっておりまして、Willoughby の範囲と

いうのは応力の上がっている分を見るのには適切な範囲とされているのではないかと考えられ

ます。構造不連続部の1.8�𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡というのは、石連石化の方からこの範囲で収まっているというご

説明がありましたが、このグラフを見ていただきますと、かなり大きな範囲ということになりま

して、減肉部の応力の上昇範囲との1.8�𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡は関係が見えないのではないかという結果を示して

いるということでございます。こちらの方 Mises応力分布ということで、膜応力、グラフの一番

右のほうに行くとだいたい 90 少々で収まっていますが、Mises 応力ですので、膜応力は 100 で

すが Mises 応力は√3 2⁄ になるということで、ちょっと下がっていることでございます。 

（P12）このスライドがそれを膜応力に変えた形ということで、こちらの方は先ほどのところが

100 に収まるということで、同じような傾向でございます。 

（P13）350℃、4.65MPa で全断面降伏しているということで、次のスライドで示しておりますが

先ほど斜めの 160 N/mm2というところをとった断面のところで全断面降伏をしておりまして、そ

こが一番弱い断面というふうに考えまして、そこの断面の 160 N/mm2というのを取ったというこ

とでございます。 

（P14）次に事例①-2 ということで今度は減肉長さが 300mmに伸ばした場合でございます。こち

らの方は FEM 解析で 1.8MPa で全断面降伏しておりますので、1.8MPa、164 N/mm2が降伏点でござ

いますけど、350℃での降伏点になるということでございます。これに対して API法の方は下に

計算が書いてございますが、再定格をして圧力を下げて使うと合格範囲が出てくるということ

ですが、2.1MPa で 111N/mm2ということになると。2.1MPaまで使えてしまうということで、この

FEM 解析による降伏点ベースの全断面降伏を超えているということでございます。p-M法につき
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ましては、0.86MPa、164N/mm2で降伏するということになりますので、FEM解析よりは安全サイド

ということでございます。黄色のところで書いてございますが、API法の規格ユーザーが全断面

降伏に気付かない恐れがあることでございます。 

（P15～）それを示したコンター図が続いております。飛ばさせていただきます。 

（P23）検証事例②でございますけども、比較的径が小さい配管での結果ということで、こちら

のグラフになりますけれども、この実験が青い点線で、FEMが赤い点線でございまして、これが

縦軸で 1 のところとの交点のところで全断面降伏しているということになります。それで p-M法

のピンクのラインはだいたい一致しているということですが、API法、茶色い二点鎖線のところ

になりますけれども、こちらの方はやはり応力が小さく出ているということが確認されている

ということでございます。径が小さくなってもこの傾向は変わっていないということを示して

おります。 

（P24～）事例③について、古い資料で恐縮ですが、第 7回委員会の資料ということで、ケース

1，2 に対してこの解析を実施して、API 法で合格する欠陥ということでございます。こちらの方

も API 法では減肉部の応力を小さく評価しておりまして、欠陥深さが深いほど誤差が大きくな

る傾向がありますが、欠陥が浅くても実際より小さめということでございます。こちらの方

200℃の結果ということで、径が大きくなりますとこの小さくなる割合が大きくなりますので、

この場合ですと 200℃でもほとんど降伏しているという状態が FEM解析で分かっているというこ

とでございます。資料 2-1 は以上でございます。 

資料2-3は共有を割愛させていただきますが、資料2-3のほうはp-M法の基準案と委託事業データ

検証ということで、このp-M法ですね、対象が普通の直管部と曲げ管の複数欠陥またノズル近傍

いうことでございまして、それぞれ本日資料としまして、規格案を資料3-5-1から3-5-6というこ

とでお配りしております。各論文でデータ検証が行われているわけですが、その論文でのデータ

検証、この内圧と曲げモーメントがかかるケースそれぞれにつきまして、データ検証がされてお

りまして、安全に用いることができるということでございます。降伏点の1.5という安全裕度の

中で十分使えるようになっているということが示されているというものでございます。それぞ

れのデータにつきましては経済産業省の委託事業で採取したデータが用いられているというこ

とでございます。その他、本日この資料3-1から3-4のところでき裂状欠陥の評価方法。また資料

3-6と3-7で溶接補修時の耐圧試験の要否に関する改正案というものを示しております。参考資

料の2-2で高度化検討の方向性というのがございまして、4つの課題がございます。参考資料2-2 

１.の箱囲いの(4)の検査周期設定係数0.8というのは、スーパー認定と認定のインセンティブに

なりましたのでペンディングいうことになりまして、今この（1）評価区分Ⅱの減肉評価法の取

り入れ、（2）溶接補修後の耐圧試験の要否等に関する規定の見直し・高度化、（3）き裂状欠陥評

価法第２段階評価（HPISZ101-2）の追加導入 ということで、前回までの規格委員会と第4回ま

での高度化検討分科会ではこの方向性で進めるということになってございまして、前回の議事

録にも、p-M法とHPISZ101で進めてくださいということになっておりましたので、それらの基準

案を本日お示ししたということでございます。こちらの今後の取り扱いにつきましても本日議



 

10 
 

 
 

 
 

論いただければということでお示しした基準案ということでございます。以上でございます。 

 

６．４ 議題（５）API 法からの説明 
石油連盟及び石油化学工業協会を代表して、出光興産株式会社の石崎様から、資料4-2に基づ

いて説明があった。その後、石油連盟 三浦様よりコメントがあった。 
 
○続きまして、API 法側からの説明につきまして、出光興産の石崎様の方から説明を 20 分以内

でお願いいたします。 

 
○（P1）石連石化を代表して私出光興産の石崎の方から API法についてご説明させていただけれ

ばと思います。 

（P2）本日提案する内容でございますけれども配布資料 4-2に書いている通りでございます。貴

協会の技術基準策定プロセスにしたがって API 法に準拠した国内減肉評価規格である WES2820

を KHKS0851 の附属書の中に WES2820 最新版規格に従うという趣旨で引用していただいて、採用

していただきたいと提案いたします。その WES2820の減肉評価の概要ですけれども、一つ目、減

肉評価に特化した評価規格でございます。き裂と減肉は三軸拘束と J 積分の部分が違ってきま

す。この点を踏まえてき裂評価と減肉評価を区分するために寸法制限規定が設けられておりま

す。二つ目、API579の part4、part5 とほぼ同等の減肉評価規定となっております。APIの方は

安全性に実績があることはスライドの 25 枚目でいろいろな事業所から確認している通り、20年

以上皆さん使っていて何の問題もございませんという実績を持っています。WES2820は既に民間

規格として活用されておりまして、細かい日本語の規定表現等を含め、実運用解釈に支障がない

ことは検証しております。本年もまた若干アップデートがされる予定となっています。RSF＝0.9、

すなわち 10%だけストレスのオーバーを認めてくださいというルールになっておりまして、事業

者は FFS 適用箇所について、その前提として継続監視、管理、適切な時期の補修の検討というの

を行っていきますので、10%で安全は担保されるという考え方になっております。この規格自体

が ISO に認められた規格になりますので、著作権は ISOに帰属しておりまして、規格の一部また

は全部を他の所にそのまま使っちゃいけませんとなっておりますので、あくまでも引用した形

にしてくださいというのが WES の事務局と相談した結果ですので、そういった提案をしており

ます。 

（P3）ただし日本国内の場合耐震設計基準がありまして、場合によっては耐震設計のところが引

っかかってくるケースがごくまれにある。考え方としては、レベル 1については合格値に対して

RSF=0.9 は適用しませんよということで、10%オーバーのところは考えません。しっかり耐震設

計の許容応力を守るという評価方法規定にさせていただければと思います。そこの内容につい

ては附属書の中に一言書けばよろしいということで本日の資料の 4-2 の中に書いている通りと

いうことでございます。もう一つ圧縮側の耐震設計許容応力を求めるときには、引張に対する許

容応力とは違い、圧縮に対する許容応力は当該部の厚みに左右されます。従ってイニシャルから
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あった厚みとは違いますから、減肉部の残厚みに基づいてくださいということで、規定を考えて

おります。この辺は HPIS-Z109 でも議論している通りの考え方です。ただしレベル 2については

歪みで計算、詳細検討しているので、これに対して WES2820は適用除外、あくまでも設計検討時

の肉厚を守ることという形で運用させていただければと考えております。本日 WES2820 をお配

りしたいところですが、著作権の問題があるということでしたのでここのショートカットのと

ころ無償であの閲覧できますので見ていただければと思います。WES2820の評価方法の概要です

けれども、最初 STEP1 として全面減肉評価を行って、全面減肉評価についてはまた後でご説明い

たしますけれども、平均厚みの 10%アンダーまでということで考えてやります。STEP2では、全

面と書いてしまったが誤記で、局部減肉評価でございます。局部減肉評価とは何者かというと、

減肉した周辺に残存している健全部がありますので、そこの部分の補強効果も含めて計算しま

しょうということで、RSF というのが先ほど越野理事が紹介していただいた Ms というファクタ

ーの逆数になりますが、それの 0.9 以上ですよという計算の仕方をしまして、比率で計算しまし

ょうと。STEP3 として最終的な供用の可否を判断しますよというふうになっています。適用範囲

はここにあるとおり、腐食、摩耗、エロ―ジョン・コロージョン、発見傷をグラインダー等で滑

らかにしたもので、寸法制限としては深さと幅を比べたときに幅の方が広いものを減肉にしま

しょうということになっています。このクライテリアについては 2012 年に Anderson とかが論

文を出している通り。次の圧力設備にはしませんということで、クリープ、疲労、外圧を受ける

もの、残存厚さが公称厚さの 2 割未満、配管は 1.3mm 未満と規定しています。2割未満の根拠に

ついては後で説明いたします。それから先端の鋭い傷、これはき裂になります。適用の種類は右

の表のとおりとなっております。 

（P5）残存強度係数による評価ということでございます。何度もご説明申し上げている通り健全

な容器と減肉容器の限界圧力の比です。全面減肉の場合は必要肉厚に対して残存肉厚の比率に

単純になりまして、周辺の健全部補強効果を考えません。局部の時はこれから出てくる MsKiefner

という式を使いまして、周辺の健全部もカウントした計算をしまして健全容器と減肉容器の限

界圧力の比が 0.9 以上なら合格として評価します。0.9の意味は実際の使用域があって設計圧力

を 1.0 とすると、健全容器のあの破壊限界圧が大体 3 倍+α、3.5～3.7になるが、これに対して

10%アンダーということで、2.7 倍+αというところまでというイメージになります。合格基準値

は RSF=0.9 って言うような形で考えています。ただしこの 10%アンダーを認めることは、放置す

るという意味ではありません。余寿命管理というのが規格の中にありますのでしっかり管理を

やることで 10%はカバーしますという考え方でございます。 

（P6）続いて係数 Ms の基礎となる係数 Mt です。表面に欠陥のある場合に対する Msを考えてモ

デル化する時には、上の方の失われた部分をまず貫通欠陥で考えます。基本としては Foliasさ

んが書かれている 1970 年と 1973 年の論文に詳しくまとめられている通りです。この考え方は、

まず貫通欠陥があった時に、Griffith の説に基づいて径のエネルギーを計算いたします。系の

エネルギーを計算して円筒側と平板側をイコールで結ぶ。だから 2 乗が出てきて Mtはルートが

つくのですけれども、これでき裂が不安定化する限界応力を論じています。Folias の式の左辺
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が周応力に係数を掛けたものとなり、右辺が平板側の限界破壊応力ということで、イコールで結

ばれるということになります。 

右辺の2𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝜋𝜋⁄ が何者かというと、Kc が非常に小さくなってくる場合、要はき裂が進んでいく

場合ですね、この数字が𝐾𝐾𝑐𝑐 √𝜋𝜋𝜋𝜋⁄ に替わります。計算すればわかる通り、Kcが大きくなるとすぐ

に Exponentialがついているので、右辺が2𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝜋𝜋⁄ となってしまいますので、2𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝜋𝜋⁄ でキャン

セルされて、𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓になります。𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓は何者ですかというと、貫通き裂を持つ健全な円筒の崩壊

応力と貫通き裂を持つ円筒の崩壊応力の比ですという形になります。この辺は Kiefner さんが

1973 年の論文で色々示して実験も含めてこれを証明しています。 

（P7）7月 7日の委員会の時の資料をわかりやすいように作り直したものです。まず先ほどの式、

左下にこう言っております。左側の方、これが破壊応力になります。破壊応力の線はこの黒い実

践になります。Kiefner さんとの実験データをこの緑の丸でプロットしております。こういう形

になります。ここでこのグラフを見る時に FAD というものがありましてそれは何を考えるのか

と言うと、縦軸にこの図のき裂があった時にき裂が長さ方向に進む量を Krとして、縦軸にプロ

ットする。また、この図のようなき裂があった時に開口して楕円化して広がってくる場合、それ

を考えた時のパラメータを Lr として横軸に量をプロットする。そうするとどうなるかって言っ

たらこんな格好になるのですけれども、我々減肉で考えた時はき裂が横方向に進むのであくま

でもこういうふうに広がっていますということを考えます。だから横軸だけの議論にしましょ

うと。このデータを見ていただくと、Kr があるところまで下がってきますと、ほとんどこの点

は本資料の P26 で示している通り、流動応力でしっかり破壊しておりますので流動応力基準で

よろしいでしょうと思っております。ちなみに FAD は APIと Psはこのような格好になっていま

す。降伏点のところで変わった時に、き裂の動き方が変わってきますので、こんな形になってお

りますということでございます。もう一つここでポイントですね。円筒の場合はここの塑性域が

き裂の外側に塑性域ができてきます。この塑性域範囲は径が大きくなると長くなり、最終的に平

板の場合は無限遠方に行きます。平板の場合は無限遠方の幅に対してのき裂となりますから、実

質は 0、傷の効果はありませんという形になっています。 

（P8）以上、時間がないので簡単にですけれども、Mt と Msの考え方をまとめています。先ほど

の表面き裂のやつを使って、そこにあの残肉圧があるようなモデルを作って計算いたします。そ

この導出については 45 枚目以降に延々と描いておりますので、後で見てください。これは元々

Maxey さんなり Chell さんなりが導出した式を調べて整理整頓したものでございます。最終的に

そうすると Mt あるいは Ms というものはどちらにせよ RSF の逆数すなわち健全な部材の崩壊荷

重と傷のある部材の崩壊荷重の比率ですというかたちになります。その時にこの Msという式の

理屈として Chell さんと Maxey さん、日本では間違えて Kiefner さんだと言われているのです

けれども、もともと考案したのは Maxey さんですから、Maxey さんのこの式というのがあって、

この式は傷の底部のところの塑性崩壊域の荷重を考えたもの。Chellさんのは全体の両端も含め

た荷重を考えたものっていうふうになっていますので、我々はこの底部の方の局所崩壊の式を

取りましょうというふうになっております。 
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（P9）それからあと軸方向について考え方でございます。このように軸に対して重心を取ってそ

れに対しての断面 2 次モーメントを計算しまして、A点、こっちの一番奥のところと端っこのと

ころの断面 2 次モーメントをこの中心からの距離を計算して、計算いたしますと。Folias さん

が軸報告の Mt も作っておりますねそれを使って計算するという形になりまして最終的には周方

向の応力と軸方向の応力をミセス応力に計算して、そのミセス応力がある許容値に入ればよろ

しいでしょうっていうやり方をします。基本は普通の二次応力一時応力の考え方とか RSF=0.9の

適用対象ですけれども、先ほど口頭で申し上げた通り高圧ガスの耐震設計のことについては、許

容値が降伏強さに持ってきていますので、それ以上超えませんよということで、RSF=0.9の適用

対象外でやらせてくださいというふうに考えております。 

（P10）あと第 5 回分科会の議論を踏まえた 3 つの確認事項がありますので、こちらの説明にな

ります。 

（P11）Ms の定義、参照応力の定義のところで、p-M法の側からですね確認事項としてこの前か

ら言われているとおり、半径が大きくなったときはどうなんですかという質問が来ております。

これに対して我々の考え方でございます。 

（P12）API 法の考え方がどうなっているかというと、減肉部があったら、FEMをやると分かるん

ですけどそこの周りが、餅が膨らんだみたいになりますよと。餅が膨らんだみたいになったとき

に減肉が狭いと、当たり前なんですけど近傍部からの補強効果があって、FEMをやればわかるが

この効果で力を持ってくるので、狭い時に周りで十分補強されます、という形になります。これ

はその時に外側が突っ張る形となり、張ってきますが、この張ってきたところに先ほど申し上げ

た塑性域ができてくるわけです。塑性域と突っ張りの出方というのが、半径が大きくなるとあま

り出っ張らず平坦になってきますので、塑性域がずっと広がっていくようなイメージで動いて

いきます。両端の健全部がそこの部分を担っていきますよという感じになっていく。 

（P13）説明としてまず狭い場合は、先ほどの小山田さんの資料で出していた２C=30mmのケース

ですけれども、それは確かに Ms=1.03 で RSF=0.968ですから、ほとんどこの部分を両端健全部で

しっかりと持っていて、強度の低下はないといったかたちになります。同じ半径、内径 2m、肉

厚 20mm で計算しているのですけれども、同じ内径と肉厚で長さを 30 から 100 に伸ばしました

って言ったら実はここのとこが届きにくくなって、RSF=0.752くらいまで下がってきます。ちょ

っと下がってくるわけです。やっぱり強度がかかってくる。これをもっと 4mくらいまで伸ばし

てやるとどうなるのですかというと、RSF＝0.2 となり、(t-a)/t と等しい、すなわち 20％の肉

厚分の強度にしかなりませんという格好になります。なぜかというと、結局遠い部分が何も補強

されないので、単にここの強度だけですといったイメージになってきます。 

（P14）それを端的に示したのがこれでございます。縦軸に RSFを、横軸に減肉の軸方向長さを

取ってやって、同じ内径で肉厚で計算して設計肉厚の深さでやりますと、長さを増やしていくと、

急速に低下していき、補強効果が消えちゃいますよというような格好になりますので、ある減肉

のサイズになると単純に残肉圧の分だけの強度になるというような計算になっています。これ

自体が最初の全面減肉評価とちょうど連続性をもつような形にもなりますということです。 
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（P15）今の話だとちょっと分かりにくいので、全体としてどうなのですかっていうのが 15枚目

でございます。整理としましてはλと呼ばれるシェルパラメーター、こういったことを扱ってい

る人は皆さん知っているとおりのシェルパラメーターλで整理します。これ Foliasさんが使っ

ているやつですけれども、1.818 掛ける分母が�𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑡𝑡内径×肉厚、それ分の C、軸方向減肉分の軸

方向長さということになっています。それから𝐿𝐿𝑚𝑚 = 1.8�𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑡𝑡ということで、構造不連続部距離あ

るいはここに C っていうコンスタントを置いて、ある長さの無次元化したパラメータを持って

おります。これ何を言っているのかといったら、図を見て頂きたいのですけど、横軸に減肉の深

さαを取ります。縦軸に RSF をとります。ここのαと RSFを考えた時に、あとはλで考えましょ

うということでこのλが同じなら相似ということで、小さい配管で肉厚が薄いものと大きな配

管で肉厚が熱いものでこのλの比率が一緒であれば相似で扱ってよろしいという評価になりま

すのでそれで見ているわけです。今回この赤色がλ=0.5、実際これは内径が 2m 少々の中古の

vessel で、アメリカで 95 年に実験したものです。〇印が破裂しなかったところ、×印が破裂し

たところと。それから水色がこの同じくアメリカで 1.2～1.5m ぐらいの vesselをやったときの

破裂試験のデータで、水色が予測線、×印が破裂したところでございます。これを見ていきます

とこのλに沿って予測線に対して破裂した箇所あるいは OKだった箇所が上手に合っています。

λですね、内径が大きくなるとどういう動きをするのですかってλが小さくなって床に張り付

いてきますのでこういった動きをするわけでございます。この時には相似形で扱いますって言

った時にあくまでも内径と肉厚それから考えてみれば分かる通り、コピーの拡大縮小と同じで、

軸方向の長さも拡大、縮小しなきゃいけなくて、こっちの方は当然関数に従って伸びていきます

から、小さい配管で、ある長さ 1m だったものが大きい配管だったらもっと伸びてくると。具体

的に言うと内径 100m ぐらいの原油タンクで計算すると両方に 3m ぐらいずつの健全部が必要に

なっていますので、3m と 3m の間の 100mm～200mm の減肉というとほとんど効果がないというよ

うなイメージになってくるかと思います。それから 20%以下使わないっていうルールは、ここか

らきていまして、実はこの関数自体が 2 割を切ったところで急速に落ちてくるわけです。急激に

落ちてくるところで、実はここの深さのところが非常にセンシティブになってきますので、検査

精度とかいろんな問題がかかわってきますので、これが安定的にフラットな範囲に適用範囲を

限定しましょうということで、0.8 を評価適用の限界としています。これが我々の根拠でござい

ます。その他にも P26,27 のあたりの方にたくさんデータが世の中にあります。 

（P26,7）こちらの P26 ですが、これはどうなっているかというと、横軸α、縦軸 RSFでとって

いるのですけれども、それぞれのところのλで、三次元のグラフであるλで切ったものが P15の

グラフになります。 

（P16）それからこれは軸方向のものです。ミセス応力を一次応力に対する許容応力でノルマラ

イズして整理します。流動応力の線の外側に破壊点がありまして、耐震設計用の許容ラインはこ

の内側になりますので、軸方向の評価方法これで十分安全ではないかと我々は考えております。

今回これだけのプロットを取っていますけれども、他に最大 48 インチの径で実験 17 本ぐらい

等他にもたくさん論文が数多く出ていてプロットも増やすことはできますけれども、十分これ
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で安全であることは確認されております。 

（P17）それから局部か全体かということで、これも同じでございます。 

（P18）API 法は局部の考え方をやっていますということで、先ほどの説明のとおりで問題あり

ません。理論と実験の整合性も取れていますということで考えています。また局部崩壊は小林先

生らの論文で、これはもともと KHK さんが行った実験のデータですけれども、これで出ているも

のともちゃんと整合性が取れていますので、問題ないと我々は考えております。 

（P19）温度依存性の考慮ということで、温度依存性で変わってくるんじゃないかということで

したけれども、 

（P20）少し理屈を述べますと、まず特定設備検査規則を見ても降伏強さの 2/3が常に守られて

いるわけではなくて、いろいろなケースでこれを超える許容応力が認められていて、これが必ず

しも必須条件になるわけではありませんよと。それから電中研の報告書においても、だいたい

300 度くらい出ても流動応力は変わらないと。なぜかというと降伏応力が下がる分に対して引っ

張り強さの増加がキャンセルされるから、破裂としては変わらないということを言っています。

高温試験といろいろな材料試験の結果がありまして、こんな格好です。 

（P21）316 の実験データを比較すると、三角印が API 法の予測で×印が実際の破壊ポイント、

それから右側が C-0.5Mo鋼の 370℃の試験データです。三角点が API法の予測で×印が A破壊試

験結果できっちり予測とあっております。健全容器に対しての 10%アンダーはきっちり守られる

ことになるということで、API 法の考え方は非常に正しいというふうに我々は確信をしておりま

す。 

（P22）それから、塑性崩壊はあくまでも流動応力基準でしょうということで、降伏強さだけで

は決まりませんよということで我々は考えています。 

世の中の大概のものはほぼ流動応力を降伏というふうに呼んで、全断面降伏=流動応力基準です

よということで考えていますので、我々の考え方というのは、基本は世の中の大きな大勢に従っ

たもので、おかしなものではないと考えております。 

（P23）以上まとめまして、API 法自体は 3 つの要件、Msの定義と参照応力の定義、局部崩壊か

全体崩壊か、温度依存性の考慮と、３つ満足していますよと考えております。最後、き裂につい

て石連の三浦部長の方から一言だけお願いいたします。 

 
○オブザーバでございますので、あくまで印象とか感想だけでございます。き裂に関しましては、

今回最初の資料 1 のまとめにありましたとおり、論点の整理とかそういったものがほぼ全くな

されていないっていう状況で、今回の減肉の検討の中に入れこむと議論が発散してしまう恐れ

があって、またき裂はき裂で深い議論があるかと思いますので、現時点の状況ではこのき裂に関

してパラレルで議論するっていうのはちょっと違うのかなという感じもいたします。またき裂

自体の現場の事業者の立場と致しましては、き裂が見つかった時点での対応っていうのは、供用

運転を行うかどうかという話よりも、まずは溶接補修によって対処するということがいの一番

でございまして、溶接欠陥によるものが見つかったと致しましてもその時点で装置や機器は止
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まっておりますので引き続き溶接欠陥は埋めつぶしていくというような形で対処していくのが

最も安全サイドであるというふうに認識しておりますので、ある意味そういうことでき裂に関

する供用適性評価につきましては業界、事業者といたしまして、ニーズという点ではさほどでも

ないのかなというふうに考えておりまして。そういう点ではですねこちらは減肉の方の先の供

用適性評価についてまずやって頂きたいということが言えるのではないかと思います。あくま

でオブザーバの発言でございますので、この件に関しましてもし委員の方々からご意見あれば

お示しいただきたいと思っております。 

 
○時間がタイトですが、12 時 10 分頃まで今までいただいた意見、報告について議論をするとい

う時間を設けて頂いていますので、ぜひ皆さんから色々意見を述べていただければと思います。

それではよろしくお願いします。私の方からも資料 2-1に基づいて意見がありますので、皆さん

からのご意見をお聞きしたうえでさらに時間がありましたらこちらの方を説明させていただけ

ればと思っております。 

 
６．５ 議題（６）議論・質疑 
議題３～議題５の説明に対し、以下のとおり意見があった。 
 
○青山学院大学の小川です。小山田さんから説明のあった資料 2-2 の P10 をお願いしたいんで

すが。P10 のところに、API が合格をするところでの圧力での応力分布というふうにおっしゃっ

て、小山田さんからは、API 法が完全に塑性変形しているんではないかという話だったのですが、

160N/mm2という応力は溝の角のところに沿った応力であって、断面の応力ではありません。力の

つり合いの考え方からすれば、右の青の矢印のところが最も重要な検討すべき応力ではないか

というふうに思っております。ここの矢印のところの応力について、実際に参照応力が降伏応力

にちょうど達した時に、どういうふうな応力分布になっているのかなというのが、私がこの件を

検討して最初に気になったところでありました。要するに参照応力=降伏応力という形になった

時の小山田さんの資料の青の矢印の位置での応力分布を知りたいなと思いました。そこで、ちょ

っと石崎さんにお願いして計算をしてもらいました。石崎さんの説明された資料 4-1 の P32 を

お願いしたいんですが。傷底部断面応力値比較っていう資料です。これが先ほどの小山田さんの

資料の傷底真ん中のあたりのもので、傷の底が座標の左の端で、傷の断面に沿ったところの応力

がそれぞれのプロット点ということになっています。プロット点が、この参照応力がちょうど降

伏応力、これは弾完全塑性体の解析ですので、要するに破裂の限界のところということです。各

図の左上から右に行くと、だんだん傷が周方向に長くなっている傷ということになります。だか

ら石崎さんの説明でいうと周りが助けてくれなくなる状態というのが右側になります。それか

ら下に行くとですね、傷が深くなります。10mm の厚さですので 8 mm っていうのが、石崎さんが、

ここが API で使用できる限界ですと言われていて、建全部の厚みに対して 2 割残っているって

いう状態になります。それで見るとですね、あの Kiefnerの係数で計算した応力分布は、傷と反
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対側のところに弾性変形の部分が少し残っていまして、もう少しで全断面降伏するギリギリの

ところを予測できていますということになります。p-M法のデータも参照応力を計算してもらっ

て、その時の応力分布を示すとこの緑の線になっています。先ほどの小山田さんの説明では p-M

法の計算した参照応力が降伏応力となる所で傷の底が降伏するということになると思うんです

が、実はそんな状態ではなく、降伏には達していないっていうことです。私はこれまでの委員会

の中で、p-M 法が傷の損傷に対する係数をダブルカウントしていますっていうことを再三申し上

げました。この結果は安全側ではありますが、過度に安全側の方向に振れた形になっています。

p-M 法を基準にして API 法を批判するかたちは、力学的には成り立っていません。API法の方が

正しく力の状態を評価しているっていうふうに私自身は解釈しています。最初、両論併記という

ことで事務局の方から話がありましたが、p-M法がダブルカウントしていても必ずしも非安全側

にいくことはないので、この Ms の件に関しては事務局案のとおりで、もし事業者がそれを選ぶ

のであれば、それはそれでいいのかなと考えております。以上です。 

 

○小山田様の方から何かありますでしょうか。 

 

○今のところでございますけれど、小川先生のご説明は P10 の赤い矢印の位置が問題だという

ことでしょうか。 

 

○小山田さんの資料のこの赤の矢印のところは断面ではなく、見るべきところではないという

お話をしただけで、それ以上のことは申し上げておりません。 

 

○これ極端な例で、こんな減肉が確かに世の中にあると思えないですが、第 5回の分科会の資料

1-2 の P28 の検討が半楕円の欠陥だったということで、このような形で解析したというところで

ございますけれども、当然欠陥形状を変えればこの位置も変わるということになりますが、今例

えばこれをパラボラみたいにしたり矩形にしたりしてもあまり位置が真ん中になったり、真ん

中から全断面降伏するような欠陥形状にもう当然あのモデルを作ってやればいいわけですが、

そうするとあの断面積がちょっと増えますので、許容される圧力が少し高くなっていくという

方向になるんですが、いずれにしましてもこちらの方で私が申し上げたかったのは、API法で算

定されますと、この 6 枚目のスライドになりますが 111.1N/mm2と、これ規格のユーザーは

111.1N/mm2ということを計算するわけでございます。実際には小川先生が言われるとおり、この

斜めのコーナー角部の下の所でどうなのかっていうのはあるかもしれませんが、その他のとこ

ろも 111.1N/mm2よりは大きな応力になっているということは確かなんじゃないかということが

こちらから示されているのではないかということでございます。この欠陥形状が伸ばした 300mm

の状態になりますと、この真ん中中央部からこの 300 mm の場合ですと、先ほどのようなコーナ

ーが先に行くのではなくて真ん中から最初に全断面降伏、ある意味きれいに全断面降伏してで

すね。この場合にもやはりユーザーの手元にはあの情報として入ってくる応力値は 111.1N/mm2
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ということになりますが、2.1MPa で 111.1N/mm2、ちょっとこれ全断面降伏してしまっているの

で圧力を合わせられないのですが、FEM 解析ですともっと低い圧力で全断面降伏に達している

ということが示されていて、これが減肉部の中央部にいっていますので、コーナー部云々という

話ではなくて、やはりその応力値が小さく出てしまうというのは事実なんではないかというこ

とを指摘しております。 

 

○すみません。小山田さんの発言は私の言いたかった主旨と違いますので。私がこの図で言いた

いのは、周方向の力のつり合いでものを考えているところなので、コーナーではなくて青の矢印

で示された部分の応力分布を見るべきだということです。この応力分布をいろんな形状に対し

て計算したのが石崎さんの資料の P32 ですということで、今の小山田さんのコメントは私の主

旨とは違います。以上です。 

 

○ちょっとコメントさせてもらいますと、小山田様の事例②では、実験結果と FEM結果と p-M法、

API 法で比較しています。そこでは API法の方が低く実験結果とも合わないと出ています。それ

から Greg の論文でも API 法では参照応力は小さく見積もることを論文で出しています。そうい

うことを考えるとやっぱり API 法での参照応力は、全て過小評価しているというふうに判断さ

れるのではないでしょうか。 

 

○すみません。今のお話ですが、この資料について私は話をするつもりではなかったんですが、

API 法は MsChellを使っているんじゃないかと思うんですがいかがですか。先ほどの石崎さんから

の説明によると、Kiefner を使ってやりたいという話で、私が説明した応力分布も Kiefnerの Ms

を使って降伏ギリギリのところが出ていますねっていう検証ができたということをお話しした

ということです。鴻巣先生から実験と合わないっていう話がありましたが、石崎さんからいろい

ろご提供頂いた資料を私が見る限り、API 法は破壊をある程度正確に予測してそれに基づいて裕

度を考えて使えるとか使えないかを判断していて、そこの部分には間違いないというふうに私

自身は思っています。 

 

○今小川先生からご質問がありましたが、API 法の Ms はすべて Kiefner の Ms を使っておりま

す。 

 

○MsChellを API 法の式に使うと、現実的でないひどい結果になるので、Kiefnerの Msを使ってい

るということです。 

 

○最初の 111.1 N/mm2は Kiefnerで計算しているということですか。わかりました。 

 

○次に、API 法では、破裂を推定でき、それに対して裕度を考えて評価するというストーリーだ



 

19 
 

 
 

 
 

と思います。ところが欠陥前方のリガメントが全断面降伏するかどうかというのは、その破裂条

件にどの程度の裕度を考えればいいのかが分からないと思います。やっぱり最初に基準として

何を捉えるかというと、破裂ではなくて、欠陥前方でのリガメントが全断面降伏するかどうかを

基準として考えるべきだと思います。 

 

○弾完全塑性体で考えた場合は、断面の全断面降伏と破裂は等しいと思います。 

 

○それはそうなんですが。あとでその辺も議論しますけれども。 

 

○これは重要な点なんですが、石崎さんに検討してもらったのは弾完全塑性体なので、全断面降

伏＝破裂です。破裂を正確に予測しているという説明の仕方をしましたけど、それは全断面降伏

と同じことです。 

 

○ちょっと先走ってしまいますが資料 2-1の P13 の図 H.5.3という図を見ていただきたいです。

通常我々が今 FFS で扱おうとしているのはセラミックスみたいな材料ではなくて、こういう応

力ひずみ関係の材料を扱おうとしているわけです。いま我々が扱っているのは 0PB という材料

だと思います。規格ですのでいろんな材料が対象となり、その場合で降伏応力がだらだらとなる

場合は OPB ですけど、こういう材料に対して破裂を捉えて、これを弾完全塑性体として扱うとい

うことは OGB で考える事になります。ですので、この 0PBの応力-ひずみ関係を 0GBのような線

で考えるのは適切でないと思います。 

 

○すみません。先ほどの石崎さんの説明は、流動応力でこれを求めるということで、私自身は 0FC

という曲線と理解しています。 

 

○0FC で考えたとしても 0PB のものを 0FC で置き換えるっていうのは見てわかるように非常な

違いがありますよね。 

 

○それは図の書き方です。この横軸はとても破壊がここでは起きないような図の書き方になっ

ています。通常ですね、破断時には数十パーセント伸びるんですよね。多分この辺は石崎さんに

お答えいただいた方がいいと思うんですけど。降伏伸びは多くても 2%ぐらいの領域で、その先

にかなり大きな範囲で加工硬化していく領域があります。この図は降伏伸びの量を強調しすぎ

ている図だと私は理解しています。 

 

○立ち上がって行くのはもっと大きく立ち上がるということをおっしゃっているのでしょうか。 

 

○降伏伸びの比が相対的に小さいと言っています。 



 

20 
 

 
 

 
 

 

○仮にそうおっしゃても 0PB である曲線を 0FC で評価するのはちょっと無理があると思います。 

 

○多分、いろいろな規格がもうそういう形であり、色々な場合に合うという形になっていると思

うので、この辺は石崎さんからご解説いただいた方が良いでしょうか。 

 

○私の方の資料の 4-3 を見ていただいた方が良いかと思いますけども、資料 4-3 の Fig.1、でこ

れが一応 Sec VIII の Dev.2 というところがあって、そこの part.5 っていうところに FEM の弾

塑性解析を用いた評価方法というのが基準として決まっておりまして、これは委員の皆さんよ

くよくご存知かと思います。そこの中の Annex3D のなかで弾塑性解析をやる場合の弾塑性曲線

の作り方ということで、Ramberg-Osgood 則を基に約 25%低くしたカーブの作り方が規定されて

います。粗々でいえばそういうことです。25%天井塑性域を下げたようなカーブになっています

が、とりあえず手持ちにあるものはこれなんですけれども、これ見ていただくと最初のとこまっ

すぐ行って曲がってくるとこの降伏点があって、先ほど小川先生がおっしゃっている通りそん

なに大きくあるわけではなく、その後なだらかな曲線となります。横軸は歪みです。伸びていく

と真応力、真ひずみの曲線がこうなります。点線が公称応力、公称ひずみですが、こういう形で

なってきます。平坦に近づいたところで頭打ちで塑性域が、これだと 3.0×10-1ぐらいのところ

で破断しているということになっています。というとこまでで破壊が起こりますよと。弾完全塑

性は、一番天井のところとその 200 から 250 の間、200ちょっと位のところで曲がっているとこ

ろとのアベレージでとって四角くやっていますから、それで言ったら別にあの。 

 

○ちょっとよろしいでしょうか。この曲線はですね、今 FFSが対象としているのはいろいろな材

料があります。今出されている図で説明されてもピンとこないですね。色んな材料があるので、

さっきのように降伏点がだらだらとするような場合ももちろんあるわけです。それは BSでも API

でもそういうケースを考えています。例えば私の方の 12 ページの図 H.5.1を見ていただければ

分かると思いますが、これは BS で示しているように降伏点がだらだらいく材料も世の中にはあ

るわけですから、そういうことも考えて評価に入れるべきだと思います。先ほどのような図が全

てを代表しているというふうにおっしゃるのは、ちょっと今対象としている材料はそういう材

料ばかりじゃないものですから、ちょっと説明が不十分かと思います。 

 

○よろしいですか。他人の発言を割り込まないということでしたのですけども、鴻巣先生のこと

に対して反論を一つ言いたいのは、これを読んだときによくよく思ったのは、鴻巣先生は降伏点

の話をなさるんですが、それは先ほどの FADの縦軸の話なんです。縦軸の部分の不安定化のとこ

ろは、J 積分の不安定化ということで BS にしても API にしてもそこの変曲点を決めていますよ

ということが書いております。横軸の塑性崩壊の軸に関しては、そこは関係ありません。そこの

縦軸の部分関係なければ BS の方でも PS7910 でも同じですけれども、そこの Krの方が、軸が関
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係ない時は横軸だけでみてくださいよ、その時はσflowですよということがはっきり書いていま

して、小林先生の書かれた供用適性評価ハンドブックにもそこのところの縦軸のところは確か

にあの降伏点において、J 積分の問題で変わりますよということが書いてます。BSを見てもそう

ですし、FAD を解説している Anderson が書いた FRACTURE MECHANICSという教科書にもそこはは

っきり書いています。我々の理解は、それはあくまでも縦軸ですよ、と。塑性崩壊の話は降伏点

の話云々は関係なく、単に破断値までのエネルギーでございましょうと。エネルギーで積分して

いるんだったら別に弾完全塑性体でやられても同じような数字、ほぼほぼ一緒じゃないですか

と。そこの部分がσy+σf のアベレージに 1.1 倍を掛けるというやり方もあるし、若干議論はあ

るにしても、一番コンサバ側でσy とσultのアベレージでということでやるというのが一般的で、

安全側でやるというのが一般的に安全側でやっているというだけの話だと理解しています。以

上です。 

 

○FAD 曲線の横軸の話であれば、BS にしろ API にしろ、図 H.5.1 のように先ほど出しただらだ

らと降伏する材料の場合は横軸の Lr を 1 にしなさいとなっています。すなわち弾完全塑性体で

言えば降伏応力で、図 H.5.3 の 0PB でやりなさいというふうになっています。 

 

○すみません。それはき裂の評価の話で、き裂の進展がかかわってこないときは横軸をσflowま

でやっていいですよというのは BS の 7910 の 10.3 に書いていたと思いますし、Annex の G か H

にも減肉評価のところに同じように書いていますので、我々の理解はそちらの方です。 

 

○ちょっと極論に入っていますが、皆さんに理解してもらいたい点があって、もう少し大局的に

お話して、今のお話もちょっと出てきますけども。まずは何が違うかというと、先ほどちょっと

議論がありましたけれども、塑性崩壊という言葉の定義ですね。塑性崩壊の定義では破裂を考え

るのかそれとも全断面降伏を考えるかという問題があります。これについては例えば私の資料

でいますと 22ページの図 H.9.3 のところに、鵜戸口先生が書かれたですね塑性崩壊、崩壊荷重

と書いていますね、崩壊荷重をどう評価するかと言ったらこの極限設計理論の下限定理ってい

うのが今盛んに言っているリミットロードアナリシスのことです。それに規格の表に記載の降

伏強さ。これは規定最小降伏強さのことですね。降伏強さを基に計算された崩壊荷重。崩壊荷重

と書いていますけど、これはやっぱり全断面降伏を考えています。そういうリミットロードアナ

リシスの考え方で現在は欠陥がない場合に対して構造設計規格に基づいて設計がされています。

ですから、き裂の問題に特有というご指摘だったですが、減肉欠陥もき裂もリミットロードアナ

リシスでは違いはないので、それは違いますと言うことです。それから塑性崩壊を破裂と考える

と、この全断面降伏に至るまでどのくらいの裕度を考えたらいいのかを知ることは、難しいとい

うことを言っています。それから、フローストレスというふうに盛んにおっしゃっていますけど、

例えば WES2820 の解説では 4-1-2 や 4-2-2 では破裂と言っています。それから石崎さんのスラ

イドの 15 の説明でも破裂って言っています。すなわち破裂のことを議論しています。ですから
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この減肉欠陥前方のリガメントにおける全断面降伏の議論はしていないです。減肉欠陥前方の

リガメントで全断面降伏していて問題ないのかと言うと、いろいろ問題があると思います。そこ

に塑性域が存在すると、今後、その欠陥を放置して継続して使っていくうえでいろんな問題が出

てくると思います。それを避けるために安全裕度として 1.5で割って、塑性域があまり出ないよ

うな状態で使うというのが今の設計の考え方だと思います。例えば私の資料の P14の図 H.5.4と

いうのがありますけれども、これは NACE で決める材料選定基準です。我々が装置の構成材料を

考えるとき、流体環境を見て材料を決めるためのデータです。この温度、この流体組成だったら

この材料で大丈夫ですという話ですが。これは全部、塑性変形が予めあることは考えていないで

す。ですから、装置はいろいろな条件で使われていますので、減肉欠陥の前にかなりの塑性域が

あると、このデータサーベイの値とは全く違う状況が生まれてくると考えられます。もう少し具

体的に言うと、アミンの応力腐食割れみたいなものは、溶接すると塑性域ができて残留応力がで

きるので、後熱処理しなければならないというふうにアディショナルで決めているわけですね。

そういう塑性変形状態を避けるために欠陥の前方のところは弾性域であってほしいということ

を言っているわけです。そのときにどう考えるかというと、全断面降伏するときに対し安全裕度

を考えて、1.5 というのは一応構造設計規格ではそうなっていますが、FFSではもう少し安全裕

度を上げて、例えば 2.0 にしてもいいと思います。ただ最低限 1.5は守るべきであるということ

をここで主張しているわけです。まずこれが塑性崩壊の定義の一つで問題点の一つです。2つ目

はですね、Mt と Ms の定義がどうも違うんじゃないですかということですね。Msの定義は、例え

ば図の H10.2 ですね。 

 

○申し訳ないけれどね、話を違うことにしないで今の非常に重要なところを。 

 

○何か反論がありましたらどうぞ。 

 

○オブザーバですけれど発言よろしいですか。 

 

○どうぞ 

 

○高度化検討分科会のときにも申し上げたんですけれどね、今の議論、鴻巣さんは全く検討違い

なことをおっしゃっていると思う。これ全部読ませていただいたけれどね、今の全断面降伏、塑

性崩壊、破裂ね。そういう区別だとか現象というのを正しく理解していない議論をずっとしてい

る。間違いを言っていただくと、これは鵜戸口先生の名誉の問題だからね。今の資料の P22、な

んでこんな資料を出してくるかがさっぱりわからないんだけれども、これは健全な容器の塑性

崩壊の話ね。それで、鴻巣さんはさ、極限設計理論の下限定理というのをご存じですか。何です

か。下限定理っていうのは。 
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○我々が言っているリミットロードアナリシスです。 

 

○下限ってなんですかって聞いている。 

 

○降伏応力でやっている場合です。 

 

○違います。全断面降伏の解析をしたら構成方程式が必要である。その構成方程式はこの時代は

弾完全塑性体しかなかった。弾完全塑性体という構成方程式で塑性崩壊の解析をしたら解がい

くつか出てくるわけ。それが下限上限という話でね。鴻巣さんはその話を知らないから、そもそ

も出発点から間違っていたわけ。ここでいう下限とは何かというと、局部崩壊。局部崩壊のあと

全体崩壊が出てくる。この時代から、下限と上限という、塑性崩壊したらいろいろな区別ができ

ますというのがわかっていて、下限というのはだから局部崩壊のことを言っている。ご理解いた

だけましたか。 

 

○いや。 

 

○それで、API との議論で、下限を取るか上限を取るか、要するに局部を取るか全体を取るかと

いう話になるわけ。それが一つね。それはどうでもいいんだけれどね。それで、出発点で歴史的

に、弾完全塑性体という構成方程式を非常に簡便にしない限り、塑性崩壊、全断面降伏が全部同

じ。円筒が塑性崩壊したら当然破裂するわけ。解析では破裂なんて出てこない。全断面降伏、塑

性崩壊ということしか解析では出てこない。弾完全塑性体という構成方程式で、塑性崩壊、全断

面降伏の円筒の式っていうのははるか昔に出来上がっていて、それがナダイの式という式にな

ったと。それが歴史的だんだん進歩してきて、ひずみ硬化、加工硬化を考慮しなければだめです

ねという話になって、有限要素法で解析するという時代になって、ところがそれが非常に厄介な

わけ。全ひずみ理論かひずみ増分理論かっていう話になって。それで有限要素法で計算してもみ

んな計算結果が違いますねって。それで解が収束しませんねって話しになって。それでどういう

ことになったかというと、ひずみ硬化塑性体を、有効降伏強度、ここで皆さんが言っている流動

応力ってやつです、それで近似したらひずみ硬化塑性体で厳密に解析したものとほとんど同じ

ですねという結論になったわけです。現在あらゆる設計コード、設計規格とか維持規格というの

が、全部流動応力ベースでやりましょうと、J積分も全部流動応力でやっている。それから石連

石化協も勉強が足りなくて嫌なんだけど、ここの資料で流動応力を使っていますというのはね、

我が KHK が世界に誇る KHKS0220 という超高圧の基準を持っているわけ。それはもとは ASME 規

格の Sec8 の Dev.3 なんです。Sec8 の Dev.3 は、要するにクライテリオンとして、弾完全塑性体

の塑性崩壊の式を使っているわけよ。ご存じでしょ、当然。それを、それはだめですと KHKがダ

メ押しをして、KHKSは流動応力を採用したわけ。その後の話があって、それで Codeコミッティ

ーにもっていって、KHK はこうしましたよ、ASMEも変えたらどうですかって言ったら、すんなり
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変えて、今 Dev.3 は流動応力を採用している。それか石崎さんの説明で、弾塑性解析をしたら 2

軸、3 軸を考慮しなければいけないわけ。ですからトレスカにしますかミーゼスにしますかとい

うのも非常に大きな問題で、ASME はトレスカだったわけです。KHKSはミーゼスを採用している

わけ。それもごく最近ね、ASME は Dev.3 を、要するに流動応力を採用して、それからミーゼス

にしたわけ。だからある意味こういう弾塑性解析の問題は、日本が ASMEをリードしている。そ

ういう状況を全く理解しなくて、鴻巣さんはとにかく古い時代の応力ひずみ曲線を降伏応力だ

けの弾完全塑性体で近似しますということにこだわり過ぎている。それに対して 1.5 という安

全係数を見るから、それは何を言っているかというと弾性設計の保証をしているだけなんです。

それはもう時代遅れです。ものすごく簡単に言えば。 

それはもう議論の余地なしにしてほしい。 それが今一つの問題。そうすると多分高温でね、降

伏点がものすごく下がるような非常に嫌なケースを持ち出してね、ぎりぎりになるとかそうい

う議論をしている。それは当然そういうことが出てくる。要するに設計規格は引っ張り強さと降

伏点を両方見て低い方を採用している。安全係数掛けるけど。だからそんな細かいところを議論

してもほとんどしょうがない。弾性設計じゃなくていいわけ。要するに塑性崩壊という基準を決

めて、そこに対して安全係数を見ているという問題。あまりにつまらない議論がずっと続いてい

るんで、申し訳ないけれどこれだけ言わせてもらいます。以上です。 

 

○よろしいでしょうか。先ほどから私が申し上げているのは、破裂を基準にして、欠陥前面の残

余領域が、全断面降伏していたとしても許容するかどうかということが問題で、こちらの考えで

はそれは許容できません。全断面降伏するのに対して 1.5の安全裕度を取って、なるべく弾性域

に止めたいという。こういう趣旨です。それはおかしくないですよね。ですからそういう趣旨で

FFS はやるべき。 

 

○趣旨は分かりましたけど時代遅れだと言っているだけです。 

 

○いやそうじゃなくて、例えば資料 2-1 14 ページの図 H.5.4を見て頂けますか。今対象として

いる機器はいろんな材料があっていろんなプロセス流体があるわけです。そうするとですね、そ

れに対して降伏した状態でないように今の構造設計はされているわけです。降伏応力に対して

1.5 の安全裕度を取っているのは、なるべく弾性域内で使って欲しいということです。そういう

ものに対しては、このような NACE のコロージョンデータベースでもって、こういう使われ方だ

ったらこういう材料でいいですと言って材料選定をしています。ですからこれを降伏した状態

で使えるかと言うと、私は必ずしもそうではないと思います。だからそれは例えばさっき言った

ように、追加としてアミンの応力腐食割れなんかは PWHTをやるように言ってきているわけです。

追加としてあるわけです。それはそういうことを避けるためにやっているわけです。ですからあ

の時代遅れとか、遅れじゃないということよりも、その基本的にはですね、今の構造設計がなる

べく弾性域の中で使っていきましょうというのを、欠陥があったら塑性域があっても構わない
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というふうに判断されるならそれはいろいろ問題が出てくると思います。一時的な使用にはそ

ういうことでいいのかもしれませんけど、FFS規格は継続的に使用を認めようとする点から、私

としてはやっぱりこの 14 ページ図 H.5.4 のようなかたちで材料選定がされていますので、継続

使用の場合には問題が生じてくるというふうに思います。塑性域のままでいるとその後地震が

来た時は変形が当然起こりやすくなるわけです。だからフローストレスでやったことについて

は、私はこの超高圧ガス設備基準 KHKS0220 を作った時に携わっていたのでよく知っていますけ

ども、この今、FFS規格で考えている材料とは違って、ごく限られた材料なんです。だからその

超高圧ガス設備で使う材料ですので、そういう限られたところではそういうことがあると思う

んですけど、今我々が対象としているのは色々な材料があります。そういうところで全く問題な

く使うためにはやっぱりそういう抑えはしておいた方がいいというふうに私としては考えてい

ます。そしたらですね次にですね今。 

 

○よろしいですか。今のアミンの応力腐食割れの話で発言させて頂きたい。一応、実際使ってい

る立場として、これは石連石化どこのユーザーも一緒だと思いますけれども、アミンの応力腐食

割れなり環境割れのところ、SCC があるところについては当たり前ですけれども、WES2820のと

ころにき裂のあるものには使えませんとあるものですから、我々はこれを使う意図はありませ

ん。そもそもそれからアミンの応力腐食割れの PWHTの話は皆さん各社で責任をもってやってお

られる話なので、そこの中でき裂がどうこうという話には該当しないと思いますので、今のこの

話は今回の鈴木理事と越野理事がお作りいただいた結論をひっくり返す話ではないと思ってい

ます。またき裂の評価って話になりますと、確かにその話ありますけども、APIのパート 9の方

は環境割れの環境では使いませんよというふうにはっきり書いておりますのでそういうことだ

と思っています。以上です。 

 

○今のご説明だとき裂の話ですね、私が言っているのは減肉欠陥の前方に塑性域があった状態

で使って構わないということになった時に、いろんな問題が出てくるということを指摘してい

るのであって、き裂の問題は関係なく、先ほどの話とは全然関係ないです。よろしいでしょうか。

そしたらですね、先ほどは塑性崩壊の定義について破裂なのか全断面降伏、き裂前方での全断面

降伏なのかどうかという話でした。それからもう一つはですね Mt、Ms の定義です。Mtの定義は

ですね、非常にキーなんですけど、石崎さんの PVP の論文の定義とですね今回では違いますし、

その今回の資料ですと Folias の定義とも違います。その辺は何かあのコロコロ変わっています。

この Ms ついては、P24の H.10.2 のところに書いてありますけども、Foliasが弾性解析で出した

もので、Mt っていうのは H.10.2 にあるような式です。この弾性解析で出した Mt に塑性破壊と

かそういうものが入ってくることはあり得ないわけです。ですからまずその定義がおかしいと

思います。次の資料 2-1 図 H.10.3 を見ていただけますか。Mtの定義を皆さんちょっと誤解され

ているんじゃないかと思いますが、円筒に働く応力と平板に働く応力は同じなんです。同じ応力

が働いているけれど円筒に対してはバルジング効果があるので、それをどう考えるかっていう



 

26 
 

 
 

 
 

ことで Foliasが Mt を考えています。これは弾性解析ですね。円筒で解析するのは大変なので、

もし平板で解析例があったらその応力に対して Mt倍の応力で置き換えればいいということを言

っているわけです。例えば、それをやっているのが P29のダグデールの解で盛んに石崎さんが出

している。H.10.1 というのがダグデールの式の解です。これは平板に対する解です。これを円

筒にするにはどうするかっていうことで、Folias はダグデールの式のσの代わりに Mtσを掛け

ています。このようにすれば円筒でのダグデールの解になるということを、論文で出しています。

ですから、Ms と Mt がそうなんですけれども、Ms についても同じようにキーなところがありま

す。私だけ発言するのもどうかと思いますので、委員の方でもしご意見があったらお願いします。 

 

○その Mtと Msの話なんですけれども、私も Foliasの論文を読ませていただきましたけれども、

石崎さんが言っているような定義ではない。しかも API にはちゃんとバルジングファクターと

書いてあるわけですね。石崎さんの資料 4-1 の P5にこの式が、さきほど鴻巣先生がおっしゃっ

たように、石崎さんの講演論文の PVP2020 の定義とも違うんですけれども。私が非常に危険に感

じるのは、例えば Mt っていうのは最初に Folias が円筒の中の応力拡大係数についていったわ

けですよね。Mt っていうのはスルーシックネス・クラック（貫通き裂）に対する修正係数、それ

を Ms っていうパートスルー・クラック（非貫通き裂）に対する修正係数に拡張適用した、言っ

てみれば近似適用したわけですね。だから近似の近似の、修正係数なんですよ。それがですね、

P5 の式の右辺に書いてあるような、減肉容器の限界圧力と、健全容器の限界圧力の比であらわ

されるということは、右辺についてはかなり材料や温度によって変化するが、左側は幾何学的な

ものなんですよ。幾何学的にしか変わらない。ということは関数関係が全然違うんですね。した

がって右辺と左辺が全然違うものを定義として使っている。結局先ほども言いましたように、近

似の近似の修正係数をですね、おかしいことに材料強度学的に考えられないわけですよ。強度の

クライテリオンに持ってくるなんてのは絶対に考えられない。そういうことを平気でやってい

るのは非常に問題がある。それとさきほどのフローストレスについて言及しますと、急に出てき

たんですよ。フローストレスについては。私は分科会の方もやっていますけれども、分科会の方

では一度も出てこなかったんじゃないかな。それで急に出てきたんですね。フローストレスもで

すね、言ってみれば下降伏点、これで抑えるというのは APIにもちゃんとストレスーストレイン

カーブが載っているように、やはり安全側のところなんですよ。それに対して、加工硬化が激し

いような低合金鋼についてはフローストレスでもいいでしょうということなんで、ちょっと小

林先生さきほど失礼だと思ったんですけれども、議論がくだらないとかですね、そういうことは

この場ではおっしゃらない方がいいかと思いますが。そういうフローストレスというのが急に

出てきて、特に私としてはですね、フローストレスを選ぶか下降伏点を選ぶかというのは論理的

にはそんなに違いはないような気はするんですけれどね。取扱いの問題です。それで扱っている

材料が違いますから、古いとか新しいとかいうわけじゃなくて、炭素鋼で、軟鋼のような構造用

炭素鋼ですね、下降伏点を示すようなものについてはσyで語るべきだと思います。それからち

ょっと石崎さんの話は色々ところころ変わりますし論理的におかしいところがある。そう思い
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ます。 

 

○川崎重工島川です。本日冒頭に短期で答えを出さないといけないという話がありまして、今日

の議論を聞いているとこの 5 年間の議論とほとんど変わらないという気がしています。規格と

いうものがどうあるかというべきかというと、右辺と左辺のバランスをどうとっていくかの議

論であって、右辺がどうだ左辺がどうだ、だけの議論をしてもいつまでも結論が出ないと。右辺

と左辺のバランスの議論の中で、右辺と左辺をどういう事象に対して抑えるかというところで、

たぶん最初の越野さんの説明では、API 法と p-M法で違いがあった、そこはどう抑えたいかとい

うのは、当初の提案のようにユーザーが判断するべきであって、手法としては両方用意してあげ

ていいと思うんですね。鴻巣先生が言われている API 法は非常に危険だということなんですけ

れど、ちょうどホッパー線図出していただきましたけど、このホッパー線図で左だけ切り取って

出していますけど、右側の二次応力という概念を出してこないといけない。すなわちあの石崎さ

ん言われたように周りの拘束を考えると内圧であってもこれ一次応力ではなくて二次応力に近

い状態で押さえるべきもの。二次応力になるともう塑性まで許しているというのは、現状の ASME

でも許していますので、やっぱり規格のバランスから行くとあの今の API 法のやり方は決して

危険なことではない。それのどういうクライテリアを選ぶかはやっぱユーザーに判断を委ねる

というのが現状としては最適の方法じゃないかなというふうに思います。以上です。 

 

○島川さんがですね、ユーザーの責任、これはいいです。ユーザーの責任の方が。私たちはこれ

を作ったとしてもとてもじゃないけれど責任を負いきれない。ただし、質問ですけれども、ユー

ザーって失礼ですがそんなに事前の知識を持ち合わせていますか。いろいろな判断ができるね。

例えば API では Kiefner と Chell どちらを選んでも構わないよと。そうしたときにきちっとし

た合理的な判断でどちらかを選べますか。その上に今度は APIと p-M法ということになると、選

択肢が多くなるわけですよ。その中できちっとした判断をユーザーがすることはできますか。私

はできないと思うので。きちっと規格で規定することが必要なんです。しかも規格は少なくとも

合理的なものでなくてはいけない。先ほど申し上げた通り、材料強度学的あるいは材料力学的に

首を傾げるようなものであれば非常にまずい。そういうふうな判断をしてください。ユーザーは

そんなに事前知識がありません。 

 

○今中曽根先生が言われたように、細かいとこまではユーザーは理解してないという上で規格

は作るべきだというふうに思います。ただし、このクライテリアは何をされているんだというと

こだけは明確にやっぱりユーザーに認識させないといけない。p-M法というのは減肉底の塑性崩

壊を押さえているんだ。API法は、破裂という言葉はあまり好きじゃないんですけれど、構造体

としての崩壊を防いでいると。そういうところは明確に言った上で二つの選択肢。今コロナで行

きますと p-M 法はゼロコロナで API 法はウィズコロナというような感じの運用だと思うんです。 
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○ちょっと気になった点はですね、先ほどちょっと申し上げる途中だったんですが、Mt、Ms の

定義がちょっと間違っていると思います。その影響はどういうとこに出るのかということです

が、それは例えば私の資料の P17 の図 H.7.2を見ていただきたいんですが、これ見ていただくと

分かるんですが、これ Kiefner の式を使った API 法の参照応力を示しています。Chellの式を使

った p-M 法の参照応力もありますが、(a)(b)(c)と径が大きくなるとどういうふうに参照応力が

変化するかということを式をただそのままエクセルで書いたものです。ですから通常これらの

式が認められればこういうことで評価されるということです。その時に大径になったら、p-M法

の参照応力は平板の参照応力と同じになる。これは理屈から言って当たり前です。ところが大径

になると、API の参照応力は、膜応力と同じで欠陥が無くてもあっても、ないのと同じですとい

う評価になっています。これは実際に使う上で問題があるんじゃないかと 私は思います。だか

ら例えば次の図 H.7.4 を見ていただくとですね、極端なことを言うと、容器が噴破して破裂して

いるような時でもこれは安全だと評価されるということになります。大径だからといってもそ

んなことはあり得ないと思います。だからこのような評価となるのは何といっても Msの定義の

違いから来ている。それからもう一つは参照応力を出すときにですね、私は循環論法って言って、

Kiefner の式では欠陥があるところの力学的なつり合いから欠陥減少の式を出していますが、そ

れを平板に対するリミットロードアナリシスですから、応力との力のつり合いからでている式

に代入しています。別なところで力のつり合いを出したのを別な方の力のつり合いの式に代入

して展開しています。このようなところから今のような、極端なことを言えば弊害が出てきます。

温度の影響についてもですね、材料特性が入ってなくて幾何学的特性しか入ってないので、そう

いう面で問題が出てくるということを指摘しています。 

 

○よろしいですか。議論が白熱していたのでちょっと入るのを遠慮しましたけれども。まず鴻巣

さんがおっしゃった Mtのお話ですけども、こちらの資料の 33枚目に①②③ということで、Folias

さんの論文のどこにどういう導出が書いてあるんですかということを全部引用しておきました。

本日ここで全部説明すると皆さん吸収しきれないと思いますので、彼わかりやすく書いてくれ

ていますからよく読んでいただきたいと思います。ポイントは鴻巣さんは単に平板と円筒の端

部の比率を Mt で置いただけだと言っておりますけれども、そうじゃなくてこの Folias さんの

式をちゃんと読んでいくと、グリフィスのエネルギーで解いていますから、貫通き裂を持つ円筒

の崩壊エネルギーと貫通き裂を持つ平板の崩壊エネルギーをイコールとして行っています。す

なわち高校の物理でやっている通り弾性エネルギー2乗ですから 2乗と 2乗のイコールになって

いるから Mt の所にルートがついていますというのが読み取れます。しっかりと読んでいただけ

ればと思います。それからもう一つはですね Ms の定義のお話でございます。Msの定義について

は去年の 9 月 29 日も散々お話しした通り、私どもの資料 4-1 の 43 枚目並びに 44枚目の所に、

これまた持ち帰ってよくよくに眺めて頂きたいんですけども、Kiefner 並びに Chellの論文それ

ぞれの Ms をちゃんとこれでこうですよというふうに書いているところがあります。そこのとこ

ろではちゃんと荷重と荷重の比、Kiefner も Chell も同じことを書いています。Kiefnerのこの
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式はどこから出てきたんですかって言うと、67年の Maxeyが導いた式ということでございます。

日本の国内の中で Kiefner の式を実験式と呼びますけど、それもともとはえ empirical という

ことで、Chell が書いたんですが、この empiricalというのは理論を実験で証明したという意味

でございます。それともう一つはですね、Ms の話ですけれども、一つはずっと我々としてずっ

と今回の議論で言っているんですか、平板と円筒の比率であると言うのであれば、我々の資料 4-

1 の 42 枚目のような形で何らかの平板の計算式と円筒の計算式があって、その比率が出てくれ

ばわかるんですけども、例えばこれ一つの例としてですけれども、Sattari-Farという方がリミ

ットロードアナリシスということで塑性崩壊をターゲットに FEM で解いています。塑性崩壊で

す。き裂の三軸構造は考えておりません。その状態で解いた時の状態で見ると、一応平板と円筒

を同じ形状で彼が解いていますから、それの形状で解いてやりますと、平板と円筒の関係とやる

とこのバッテンのようになって話が噛み合わなくなってしまいます。一方 Kiefner で行ったよ

うな形でやりますと、緑の丸と。一方で Kiefner の式が緑色の線、それから Chellの式は赤色の

線というふうになっていますので、ちょっと噛み合わないじゃないですかと。どうしてこういう

ところが出てこないですかと延々と、悶々と我々が思っているとこでありますけれども。とは言

いながら、この辺を見ていただければ本日冒頭に鈴木理事並びに越野理事が出して頂いた結論

をひっくり返すような議論っていうのは今なかったのではないかというふうに私は思っており

ます。オブザーバですが以上です。 

 

○今の石崎さんのお話ではですね、非常にごちゃごちゃしていると思うのは、今減肉の話をして

いるわけですよね、ところが Mt とか Ms というのはおっしゃったようにき裂に対してやってい

るんですよ。そしたら減肉に適用したというのはやっぱり近似ですよね。先ほどから。ですから

近似的に適用しているはずであってね、それを厳密な破壊のクライテリオンに持ってきちゃい

けないんですよ。それともう一つ、鴻巣先生の資料 P55をご覧になると、まさにこの式は途中段

階で出てきたものであって、例えば応力集中係数、これを皆さんクライテリオンだと、強度を決

めるクライテリオンだとは誰も思いませんね。ところが、こういうふうに例えば円孔があっただ

けで脆性破壊をしたと考えます。材料力学の問題でよく出すわけですけれども、σcで壊れます

といった時にですね、ちょうど先ほど石崎さんが出したような定義式が出るんですよ。それは先

ほど島川さんが右辺とか左辺とかいうもんじゃないと言いましたけどこれは非常に大事でして、

今の応力集中係数で言えばお分かりになるかと思いますけれども、左辺は応力集中係数だとす

ると、これは幾何学的な問題です。ところが右辺は材料強度に関係する量で、材質、温度で変わ

るということになって、関数関係が成り立たない。今応力が 3倍、例えば円筒で言えば周辺の応

力よりも高くなりますよと、その応力がσc に達したら壊れますというふうに考えて破断時の負

荷応力を計算してみてくださいって言った時に、これは成り立つんですけども、その応力集中係

数がイコール材料の強度を決定するというと、全くおかしな話になるのです。健全な材料の強度

分の円孔のある材料の強度。これを誰しもクライテリオンだなんて考えないわけですよ。だから

そういう定義はおかしいのです。それと非常に石崎さんの場合は FADでもなんでも、あるいはダ
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グデールのモデルでも、ダグデールのモデルは二次元のき裂について言っているわけですよ。そ

れを混同しちゃって、あるところではき裂のことを言って、あるところでは私たちは減肉の話を

しているんだと、という話をしているんでね、非常に議論が混乱しているんですよ。それを含め

て、私たちが出した質問に対してずっときちっとした答えがなしにずっと来ちゃったんでね、長

引いているんですよ。非常に私としては個人的には困っていることなんですよ。 

 

○よろしいですか。私の方から一言言わせてください。FADの混乱したのは中曽根さんの方だと

思っております。なぜかと言うとこの Kr と Lr、先ほど申し上げたとおり、三軸拘束が解けた段

階での Kr の軸が下がってしまえば Lr だけの問題ですよということで、その場合は開口き裂の

ところが楕円化しますから、応力集中係数関係ないでしょというだけの話でございます。そこの

ところが理解できないままここにきているだけの話なので、私としてはこれは特に中曽根さん

の今の意見が今回の結論をひっくり返すというような話ではないというふうに受け止めていま

す。以上です。 

 

○鴻巣さんと中曽根さんがずーっとおっしゃっているのは、その式の減肉容器と健全容器の破

裂圧力、塑性崩壊圧力の比。これは形状で決まる定数でしょうと。それを材料強度の判定基準に

使うのはおかしいっておっしゃっている。そこが全てだと思う。それが API法が採用できるかで

きないかという一番のポイントだと思う。多分。それは当たり前でしょ、これは解析上の話なん

だから。同じ構成方程式で同じ手法で、健全容器と減肉容器の解析をした場合にこの比だけと違

いますと。それで健全容器に対して 0.9 ぐらい、減肉の場合に強度低下しても認めましょうとい

う話でね。縦軸と横軸はね、両方とも流動応力が入るわけですよ。塑性崩壊圧力の計算には材料

特性として流動応力が必要でね。それは上下でキャンセルしちゃう。それはもう材料力学という

考え方の基本です。それで応力集中係数の話を持ち出したでしょ。あれも見て唖然としたんだけ

どさ、応力集中係数の式と同じですよ。それは正しい。穴がない場合と穴がある場合で応力集中

係数 3 で、もう弾性しか考えないという設計だったら、応力は 3倍ということで設計するわけで

すよ。それは正しいんですよ。同じことをやっている。それを根本的に理解していない。 

 

○小林先生がおっしゃることはちょっとおかしいと思うんですけれども、今私が申し上げたの

はそれをクライテリオンとしているからおかしいと言っているんです。たまたまこういう式が

成り立つというのは、さっきの応力集中係数の例で申し上げたように、それはたまたまなのです。

例えば疲労の話ですけれど、ノッチ・センシティビテイ・ファクター（切欠き係数）のような、

破壊が伴うようなことについてもね、これ材質で違いますよね。材質と応力集中係数の値で違う

わけです。だから右辺というのは色々な材料で考えたときに違ってくるんです。形状係数じゃな

いんですよ。形状係数で決まるわけではない。 

 

○ちょっとストップ。材質は同じ。 
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○今規格ですから材質は同じではないです。 

 

○同じ容器で材質は同じ。それからもっと重要なのが破壊モードが同じ。塑性崩壊という。応力

集中係数の話も全く同じ。脆性材料で線形弾性で破壊するんだったらそれで構わないわけです

よ。だけど疲労ですって破壊モードを変えたらそれは違うでしょって。応力集中係数じゃなくて

切り欠き係数になるわけです。そういう基本的な材料力学という学問が、あなた方 2人は理解し

ていない、それだけ。 

 

○ありがとうございます。非常に熱のこもった真摯な議論が続いておりますが、当初鈴木理事か

らも申し上げましたように、お約束の時間まであと 10分しかございません。そろそろこの辺り

で一度会議を閉めたいと、こんなふうに思っております。つきましては、どうしてもこの取りま

とめの議論をする、あるいは苗村審議官からご発言いただく前にどうしても発言をしたい方が

おられれば発言していただいて、そうじゃなければ取りまとめに入っていただいたらどうかと

思いますがいかがでしょうか。 

 

○どうもありがとうございます。私の進行がまずくてすみません。白熱していて途中で止めるの

は非常に心苦しいです。業界の方にお願いしたいんですが 2021 年 7 月 21 日に私の方から質問

を出しています。それから今回資料 2-1 を出しています。それに対してですね、文書で回答を出

して頂けませんでしょうか。次回までにですね。そうすればかなりクリアになるだろうと思いま

す。 

 

○一応 7 月と今回の話は、一応鈴木理事と越野理事が 3 つの論点という中で p-M 法側からの質

問ということで取りまとめていただいて、その中に全て包含されていると我々考えています。こ

れ以上ぐるぐる繰り返すとまた 5 年 10 年、先ほど島川さんの発言の通りとなりますので我々は

これで十分答えたというふうに思っています。以上です。 

 

○KHK の技術基準策定プロセスの中に、質疑応答運用解釈というのがありまして、そこでは規格

等に対して寄せられた質問に対して回答する義務があるんです。ですからその辺我々が感じた

ような疑問を投げかけられた時どう答えればいいのかということを示していただきたいです。

ですから、今言ったように質問への回答を出していただければと思います。 

 

○何度も私が発言して申し訳ありませんが、この議論はこれまで延々と重ねてきて、最終的に合

意ができなかったわけでございます。その中で先ほど越野理事から説明をし、あるいは鈴木理事

から趣旨の説明をしたように、今回を持って取りまとめようという考え方で議論してございま

すので、もう 1 回ここでツケ出しをするとか、ここでもう 1回その資料を出せとかいうことは今
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回の会議では考えておりません。お時間もそろそろとなっておりますので、ここでこれまでの議

論を含めて取りまとめに入っていただいたらいかがでしょうか。 

 
６．５ 議題（７）その他 
 苗村審議官及び近藤会長から、本日の議論を以下のとおり総括いただいた。 
 
○それでは苗村審議官よりご挨拶を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○本日ご出席の皆様方におかれましては、経済産業行政、とりわけ高圧ガス保安行政に多大なご

理解とご協力を賜りまして、この場を借りて改めて厚く御礼を申し上げたいと思います。本日の

冒頭からの熱心な議論をお聞かせいただきましたけども、本日議論されました共用適性評価の

第 2 区分については、その重要性から国内では長期間にわたる検討、議論が行われてきていると

いうふうに承知をしております。石油・石油化学分野を始めましても、あらゆる産業での国際競

争力が一層激化しております。こうしたなか安全性を担保するということは当然の前提ではあ

りますけども、規格は実用化されてこそ意義があるというふうに考えます。経済産業省としまし

ては、遅くとも 2021 年内には第二区分の減肉評価法の議論に結論を得て、国内でも実用可能な

規格を速やかに策定できるよう、今回も含めて議論に参加させて頂いております。本日は技術的

な論点 3 点など含めまして、それを中心にご議論を伺いましたけれども、p-M 法、API法それぞ

れの手法について、考え方や評価方法は異なっているため、一つの手法を選択するための議論を

これ以上継続するよりも、事務局提案にあります通り両者の違いですとか特徴を十分に理解し

ていただいた上で、いずれの評価法を適用するか事業者が判断できるようにすることが重要で

はないかというふうに思っておりまして、双方の評価手法を規格として許容する方向で検討し

て頂くのが有益ではないかというふうに思っています。引き続き集中的な検討は重ねていただ

きまして、是非年内に結論を得られるように関係者のご協力を賜りたいと思っております。当方

も協力して参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 
○苗村審議官ありがとうございました。最後に時間が少なくなってしまったんですが、KHK近藤

会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 
○本日は長時間にわたる熱のこもった本当に真剣な議論をしていただいたこと、心から感謝を

申し上げます。高圧ガス保安協会といたしましても、苗村審議官が示されました方向性に賛成い

たします。本件は長年にわたる懸案事項となってまいりましたけれども、この数ヶ月の間、技術

的な論点について双方の考え方を整理をし、両論併記という一定の方向性をお示しすることが

できたと考えております。p-M 法と API 法、両者の相違はあるものの、双方を認めることにより

事業者の選択の幅が広がり、規格としての利便性は向上するものと考えております。また国内海

外の双方の考えを認めることで、日本独自の方法の発信に加え、規格の国際調和の面でも有益な
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ものとなると期待しております。本日いただいた議論を踏まえまして、最終的な規格改正案の形

にまとめまして、年内に実質的な検討を終えます。その後書面投票、パブリックコメントなど経

まして、年度内には改正手続きを完了したいと考えているところでございました。引き続きのご

協力をお願いしたいと考えております。最後に、本日の議論に至るまで様々なご尽力をいただい

た経済産業省の苗村審議官、佐藤室長、委員長の鴻巣先生、小川副委員長、分科会委員の中曽根

先生をはじめ各委員の方々、並びにご指導いただいた小林先生に心から感謝を申し上げて、ご挨

拶させていただきます。本日はお忙しい中誠にありがとうございました。 

 
○近藤会長ありがとうございました。ちょうど定刻 12時半ということだったので、本日の供用

適性評価規格委員会、高度化検討分科会の合同開催を終了いたします。事務局より今後の予定に

ついてご連絡いただければと思います。 

 

○次回の委員会につきましては、現在 12月中旬を目途に開催するよう既に日程調整を開始して

おります。決定次第お知らせ致します。なお、次回は供用適性評価規格委員会のみの単独開催を

予定しております。事務局の連絡は以上でございます。 

 

○今 12 月の開催について、ご予定を皆さんにお伺いしてると思います。年末で皆さんお忙しい

かと思いますので、ご予定についてなるべく早めに事務局の方にお伝え頂ければ、早めに日程を

決定できますので引き続きよろしくお願い致します。すみません以上です。 

 

以上 


